
男
女
共
同
参
画
推
進
特
別
措
置
実
施
の
た
め
の
理
事
候
補
者
推
薦
に
関
す
る
協
議
会
規
則

（
令
和
元
年
十
二
月
十
九
日
規
則
第
百
九
十
一
号
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
役
員
選
任
規
程
（
会
規
第
八
号
。
以
下
「
規
程
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三

第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
男
女
共
同
参
画
推
進
特
別
措
置
実
施
の
た
め
の
理
事
候
補
者
推
薦
に
関

す
る
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
組
織
、
議
事
手
続
等
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定

め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
協
議
員
の
構
成
）

第
二
条

規
程
第
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
す
る
協
議
会
の
協
議
員
（
以
下
「
協
議
員
」

と
い
う
。
）
は
、
各
弁
護
士
会
連
合
会
の
代
表
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

協
議
員
は
、
自
ら
が
協
議
会
に
出
席
で
き
な
い
と
き
は
、
代
理
人
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
長
及
び
副
議
長
）

第
三
条

協
議
会
に
、
協
議
員
の
互
選
に
よ
り
、
議
長
及
び
副
議
長
一
人
を
置
く
。

２

議
長
は
、
協
議
会
の
会
務
を
総
理
す
る
。

３

副
議
長
は
議
長
を
補
佐
し
、
議
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
議
長
の
職
務
を
行
う
。

４

協
議
会
は
議
長
が
招
集
す
る
。
た
だ
し
、
議
長
が
選
任
さ
れ
る
前
又
は
議
長
及
び
副
議
長
の
い
ず

れ
に
も
事
故
が
あ
る
と
き
、
若
し
く
は
議
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

（
幹
事
）

第
四
条

議
長
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
幹
事
若
干
人
を
協
議
員
以
外
の
弁
護
士
で
あ
る
会
員
の
中
か
ら

委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

幹
事
は
、
議
長
の
命
を
受
け
、
協
議
会
の
議
案
の
立
案
、
整
理
、
資
料
の
収
集
等
を
な
す
も
の
と

す
る
。

３

幹
事
の
任
期
は
、
委
嘱
さ
れ
た
日
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
後
最
初
に
到
来
す
る
五
月
三
十
一
日
ま
で
と

す
る
。

（
議
事
）

第
五
条

協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
協
議
員
（
第
二
条
第
二
項
の
代
理
人
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

協
議
会
の
議
事
は
、
公
開
し
な
い
。
た
だ
し
、
幹
事
は
、
協
議
会
に
出
席
し
、
議
長
の
許
可
を
得

て
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
秘
密
の
保
持
）

第
六
条

協
議
員
及
び
幹
事
は
、
協
議
会
の
活
動
に
よ
り
知
り
得
た
情
報
に
つ
い
て
秘
密
を
保
ち
、
当

事
者
及
び
関
係
人
の
名
誉
を
保
持
す
る
よ
う
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、

同
様
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

本
会
は
、
令
和
元
年
十
二
月
六
日
総
会
決
議
に
よ
る
日
本
弁
護
士
連
合
会
会
則
第
五
十
六
条
第
一

項
第
三
号
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
六
十
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
以
下
「
会
則

改
正
規
定
」
と
い
う
。
）
の
施
行
後
二
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
男
女
の
理
事
の
選
任
状
況
、

理
事
の
職
務
に
関
わ
る
環
境
整
備
の
状
況
そ
の
他
会
則
改
正
規
定
及
び
関
連
す
る
諸
規
定
の
施
行
の

状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ
、
所
要
の
見
直

し
を
行
う
。


